
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小中学校情報機器整備事業に係る各種計画 
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【三重県御浜町】 

端末整備・更新計画 

 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①児童生徒

数 

508 489 467 426 401 

②予備機を

含む 

整備上限台

数 

584 562 537 489 461 

③整備台数 

（予備機除

く） 

0 489 0 0 0 

④③のうち 

基金事業に

よるもの 

0 489 0 0 0 

⑤累積更新

率 

0 100 0 0 0 

⑥予備機整

備台数 

0 71 0 0 0 

⑦⑥のうち 

基金事業に

よるもの 

0 71 0 0 0 

⑧予備機整

備率 

0 15% 0 0 0 

（端末の整備・更新計画の考え方） 

令和２年度に GIGA第１期で整備した児童生徒用の端末については、令和７年度中に

整備後５年を迎えるため、同年度において、児童生徒用 489台、予備機 71台の計 560

台を更新します。 

 

（更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について） 

令和２年度に整備した端末について、使用可能な端末は、非常勤講師等の端末として

の活用や、オンラインで授業配信を行う際の補助端末として活用するなど学校の要望を

確認し、活用します。 

また、再使用等できない端末は、令和８年度で Googleのリサイクルサポートを活用

し、指定の業者による無償回収・処分を行います。 



【三重県御浜町】 

ネットワーク整備計画 

 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

十分なネッ

トワーク速

度が確保で

きている学

校の割合 

57 100 100 100 100 

アセスメン

トの実施有

無 

無 無 予定 無 無 

令和２年度に整備した校内無線 LANの機器が５年を経過しハードウェアの保証が終わ

るため、令和７年度に校内無線 LAN機器の更新を行い、令和８年度にアセスメントを実

施します。 

アセスメントの結果により、十分なネットワーク速度が確保できていない場合は、十

分な通信帯域を確保します。 

  



【三重県御浜町】 

校務ＤＸ計画 

 
令和２年度に１人１台端末の整備および学校における高速大容量のネットワー

ク整備の構築を行い、令和３年度からは利活用に向けた教職員向けの研修会を実

施してきました。このように ICT環境が進展する中で、教育委員会および学校に

必要とされるセキュリティ対策は高度化し、ますます重要度を高めていることか

ら、教育委員会において令和３年１月に「教育情報セキュリティポリシー」を策

定しました。 

学校現場においては、１人１台端末を校務での活用にもつなげており、職員会

議におけるペーパレス化やアンケートの Googleフォーム化、朝の打合せのスリム

化（クラウドサービスや Googleカレンダー等を活用した職員間の情報共有や連

絡）に取り組むなど、できる範囲で校務 DX化を進めてきたところです。今後も、

１人１台端末を活用し、校務の効率化を実現することにより、教職員の働き方改

革を推進します。 

しかしながら、教育委員会や学校で行っている校務全てをすぐに DX化すること

は困難であるため、１人１台端末の使い手である教職員への研修を引き続き実施

し、実現可能な範囲でクラウドサービスを活用して校務 DX化を図っていく必要が

あります。現在行っている校務の中で何を DX化できるのか、また効率よく行うた

めにはどのようにしたらよいのかを試行錯誤していきながら、見極めていくこと

が重要となります。 

最後に今後の展望として、現在未導入となっている統合型校務支援システムに

おいては、近隣市町とも協議しながら、導入に向けて検討を進めていく予定で

す。 

 

 

 

 

  



【三重県御浜町】 

１人１台端末の利活用に係る計画 

 
1． １人１台端末をはじめとする ICT環境によって実現を目指す学びの姿 

 

学習指導要領及び中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』の構築のた

め個別最適な学びと、協働的な学びの実現」が示されています。 

また、本町では、御浜町第５次総合計画前期基本計画の中で、学校教育の充実

に向けた主要施策として「GIGAスクール構想に基づく ICT技術を活用した教育を

推進」することを掲げており、児童生徒１人１人に「生きる力」を育む特色ある

教育の充実を目指します。 

 

 

2． GIGA第１期の総括 

 

ICT教育の充実のため、令和２年度に１人１台端末の整備および学校における高

速大容量のネットワーク整備の構築を行い、令和３年度からは利活用に向けた教

職員向けの研修会を実施しました。教職員のスキルアップにつなげるとともに、

授業で１人１台端末が利活用できるよう、児童生徒への継続的な指導に取り組み

ました。また、オンライン学習支援サービスも導入し、端末持ち帰り時の家庭学

習においても利用可能となっています。 

このように ICT環境の整備や教職員による指導を進めてきたことにより、児童

生徒は１人１台端末をあたかもノートやペンと同じように日常的に利活用できる

ようになってきており、授業での利活用は一定進んでいる状況です。しかし、家

庭学習での利活用については進んでいない状況のため、今後は１人１台端末やオ

ンライン学習支援サービスの更なる活用により、家庭での学習時間を増やしてい

く必要があります。また、教職員では、端末の操作方法等の習熟度に個人差があ

り、授業などで有効に活用できなかったりすることがあります。 

そのため、情報モラルや ICT機器の有効活用に関する教職員研修を引き続き実

施し、教職員の個人差により授業での活用差が生じないようにしていきます。 

 

 

３．１人１台端末の利活用方策 

GIGA第１期に引き続き、各学校から選出している「GIGAスクール推進委員」を

含む教職員および管理職に対し、県教育委員会や町教育委員会が主催する ICT授

業等の研修会や、Google社から講師を招いた研修会への参加要請を行い、教職員

のスキルアップに取り組みます。また、GIGAスクール推進委員を中心に、各種研

修で学んだことを各学校へフィードバックしてもらい、１人１台端末の利活用が

町全体で進むよう取り組みます。 

今後は各学校における ICT教育の充実や家庭学習について、GIGAスクール推進

委員と情報共有や意見交換をし、課題等を整理しながら、１人１台端末の更なる

利活用に繋げていけるよう取り組みを進めていきます。 


